
 

市川市からの転出・市川市への転入について 
 

<転出の場合> 

 転出等の理由で、市川市民でなくなると、受給者証の有効期限内であっても、障害児通所支援

の通所受給者証は使えなくなります。使えなくなる日は、通所給付決定保護者（通所受給者証一

面に印字）の住民基本台帳の情報を基に判断されます。 

 他市町村（特別区を含む）へ転出する場合、障害児通所支援を利用するには、転出先市町村で

新たに通所受給者証の申請をする必要があります。 

他市町村での申請に、市川市発行の書類等の提出が必要な場合は、市川市役所発達支援課 

（０４７-３７０－３５７７）までお問い合わせください。 

 

 

<転入の場合> 

 市川市にて、障害児通所支援の通所受給者証の発行を希望される場合、前の居住地で作成さ

れた通所受給者証（有効期限内に限る）のコピーをお持ちいただき、新規申請をしてください。 

より早く障害児通所支援を利用されたい場合には、※「発行前サービス」をご活用ください。 

（詳細は、市公式Ｗｅｂサイト「発行前サービスについて」をご参照ください。） 

 

 

申請から利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規申請 審査 利用開始１ ２ ３ 
 

市川市こども発達センター

（＠大洲）へご来所下さい。 

 

第一庁舎に転入手続きで、

ご来庁の場合は、障がい者

支援課でも申請書類をお預

かりします。 

（市川市こども発達センター

へ申請書類が届くまでには

少しお時間を頂きます）。 

 

転入手続きの翌日以降、直

近の審査を行います。 

審査は週２回（火・金曜日）

実施しています。 

 

転入日の翌日より有効期限

開始の受給者証を作成しま

す。 

（転入日当日までは前市町

村の受給者証が有効となり

ます。） 

事業所と契約し、利用を開

始します。 

 

※「発行前サービス」の利

用は、全ての事業所では

なく、ご協力いただける一

部の事業所で可能です。

契約する各事業所にお問

い合わせください。 

 


